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４ 公募スケジュール・申込方法等 

(1) 公募スケジュールは以下の予定です。ただし、都合により変更となる場合があります。 

  項目 スケジュール 

公募設置等指針の公表 令和５年８月31日（木） 

公募説明会の参加申し込み期限 令和５年９月７日（木） 

公募説明会の開催 令和５年９月８日（金） 

質問の受付期間 令和５年９月11日（月）～９月25日（月） 

質問に対する回答期限 令和５年10月 10日（火） 

追加質問の受付期間 令和５年12月１日（金）～12月 18日（月） 

追加質問に対する回答期限 令和５年12月 28日（木） 

応募申込み期間 令和５年11月１日（水）～11月 30日（木） 

             令和６年1月 31日（水） 

第１次審査期間 令和５年12月 1日（金）～12月 18日（月） 

令和６年２月１日（木）～令和６年２月14日（水） 

第２次審査期間 令和５年12月 19日（火）～令和６年1月下旬 

令和６年２月15日（木）～令和６年３月下旬 

選定結果の通知 令和６年１月下旬～２月上旬 

令和６年３月下旬～４月上旬 

選定結果の公表 令和６年２月 

令和６年４月 

(2) 公募設置等指針及び提出様式等の配布 

  ア 配布期間：令和５年 8 月 31 日（木）から令和５年 11 月 30 日（木）令和６年 1 月 31 日

（水）まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。 

  イ 配布時間：９時00分から 17時 00分まで。 

    なお、札幌市のホームページからもダウンロードできます。 

   (https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/yurigaharap-pfi.html)  

(3）公募説明会 

  ア 日時：令和５年９月８日（金）14時 00分から 

  イ 場所：札幌市中央区南１条東１丁目大通バスセンタービル１号館６階 

       みどりの推進部大会議室 

  ※ 参加人数は、各団体で２名以内とします。 

参加希望者は、札幌市のホームページから申込書をダウンロードのうえ、令和５年９月７

日（木）17時 00分までにみどりの推進課あてに電子メール又はＦＡＸでお申込みください。 

なお、説明会では公募設置等指針・様式を使用しますので、参加される方は事前に入手し

てください。 

(4) 質問の受付及び回答 

  ア 受付期間：令和５年９月11日（月）から令和５年９月25日（月）まで 

    質問書に要旨を簡潔に記載し、電子メールにより、担当課まで送付してください。 

  イ 回答 

    令和５年10月 10日（火）までに、電子メールにより回答します。また、質問の要旨及び

回答は、札幌市のホームページに掲載するとともに令和５年11月 30日（木）まで担当課に
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おいて、閲覧することができます。 

 なお、質問に対する回答は、本指針を補足するものとします。 

(4)-2 追加質問の受付及び回答 

ア 受付期間：令和５年12月 1日（金）から令和５年 12月 18日（月）まで 

    質問書に要旨を簡潔に記載し、電子メールにより、担当課まで送付してください。 

  イ 回答 

    令和５年12月 28日（木）までに、電子メールにより回答します。また、質問の要旨及び

回答は、札幌市のホームページに掲載するとともに令和６年 1 月 31 日（水）まで担当課に

おいて、閲覧することができます。 

 なお、質問に対する回答は、本指針を補足するものとします。 

 

(5) 応募申込み 

  ア 申込期間：令和５年 11月 1日(水)から令和５年 11月 30 日(木)令和６年１月 31日（水）

まで 

        ：９時00分から 17時 00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。) 

    申込書類は、必ず持参により担当課に提出してください。郵送による受付はいたしません。 

  イ 提出部数：12部（３-(７)で示す提出部数、書式等のとおり） 

(6) 第 1次審査 

    提出された書類について、都市公園法第５条の４第１項に基づき、以下の点について審査し、

確認すべき事項が生じた場合は、本市より電子メールにて問い合わせを行います。 

   なお、計画の内容を確認するために追加資料の提出をしていただくことや、本市のコメント

を書類に付す場合があります。（申込書類の修正は、軽微な修正を除きできません） 

  ア 申込資格を満たしているか 

  イ  法律、条令等に違反していないか 

  ウ 公園全体の管理・運営に支障が生じないか 

（7）第２次審査 

   第１次審査を通過した提案について、「札幌市の設置する都市公園に係る公募対象公園施設

設置等予定者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）において、選定基準に照らして最

も妥当と認める団体を設置等予定者とし、次に適当と認める団体を次点者として選定します。

選定に当たり、令和６年１月下旬３月下旬頃に選定委員会による面接等を予定しています。 

   なお、審査の結果、候補者なしとする場合もあります。 

(8) 選定結果の通知 

   選定の結果については、令和６年２月４月上旬までに申込者全員に文書での通知を予定して

おります。また、令和６年２月４月に札幌市のホームページにて選定結果の概要を公表します。 

なお、選定結果については、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく

訴えの提起をすることができません。 

(9) 募集要項の配布場所・連絡先・問い合わせ先・申込書類の提出先 

  〒060－0051 札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館６階 

札幌市建設局みどりの推進部みどりの推進課 担当：能代、本田 

        Tel 011－211－2533  Fax 011－211－2523 

 電子メールアドレス：midori-suishin-kikaku@city.sapporo.jp 


